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○ 滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例（条例第45号） 

１ この条例は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第38条第４項の規定に基づき、競走事業に従事する企業職

員の給与の種類および基準を定めるものとしました。（第１条関係） 

２ 給与の種類および内容について規定することとしました。（第２条関係） 

３ 職務の種類に応じ給料表を設けることとしました。（第３条関係） 

４ 手当の基準および支給対象について規定することとしました。（第４条から第23条まで関係） 

５ 職員が勤務しないときの給与の減額について規定することとしました。（第24条関係） 

６ 非常勤の職員の給与については、ボートレース事業庁長が予算の範囲内で別に定めることとしました。（第25条

関係） 

７ 職員が休職にされたときの給与の支給について規定することとしました。（第26条関係） 

８ 職員が自己啓発等休業等をしている期間の給与の不支給について規定することとしました。（第27条から第29条

まで関係） 

９ その他 

(1) この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

○ 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第46号） 

１ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく事務手数料について、地域限定保育士試験の手数料、地域限定保育

士登録の申請に対する審査の手数料、地域限定保育士登録証の書換え交付および再交付の手数料ならびに地域限定

保育士試験の全部の免除の申請に対する審査の手数料を追加することとしました。（第２条関係） 

２ 政党助成法（平成６年法律第５号）第32条第５項の規定に基づく都道府県提出文書の写しの交付の手数料を新た

に設定することとしました。（第２条関係）    

３ 知事が地域限定保育士試験に関する事務を指定地域試験機関に行わせることとした場合においては、指定地域試

験機関が行う地域限定保育士試験を受けようとする者は、地域限定保育士試験の手数料を指定地域試験機関に納め
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なければならないこととしました。（第３条関係） 

４ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うことと

しました。（別表第43関係） 

５ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２および(2)の一部は、令和８年１月１日から施

行することとしました。 

(2) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例（条例第47号） 

１ 都道府県知事保存本人確認情報等を利用する事務として条例で定めるもののうち、次に掲げる事務を削除するこ

ととしました。（別表第１関係） 

(1) 採石法（昭和25年法律第291号）による同法第32条の登録または同法第32条の７第１項の届出に関する事務であ

って規則で定めるもの 

(2) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）による同法第３条の登録または同法第９条第１項の届出に関する事務であ

って規則で定めるもの  

(3) 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律（平成11年法律第222号）第４

条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法（昭和31年法律第115号）第３条第１項第１号に掲げる資金

の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの 

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年法律第147号）第15条第１項第３号または第４号に規定する資

金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの 

２ 都道府県知事保存本人確認情報等の提供を受ける知事以外の執行機関および事務として条例で定めるもののうち、

監査委員に係る地方自治法（昭和22年法律第67号）による同法第242条第１項の監査に関する事務であって規則で定

めるものを削除することとしました。（別表第２関係） 

３ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

（条例第48号） 

１ 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例（平成24年滋賀県条例第64

号）の一部改正 

(1) 乳児または幼児に対する健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条または第13条に規定する健康診

査をいう。以下同じ。）が行われた場合であって、当該健康診査が入所時等の健康診断の全部または一部に相当

すると認められるときは、当該健康診断の全部または一部を行わないことができることとしました。（第１条に

よる改正後の別表第１関係）  

(2) 職員の資格要件について、保育士に地域限定保育士（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の29に規定す

る地域限定保育士をいう。以下同じ。）を含むこととしました。（第１条による改正後の別表第３関係） 

(3) 乳児院の長等の資格要件にこども家庭ソーシャルワーカー（児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）

第５条の２の８に規定するこども家庭ソーシャルワーカーをいう。以下同じ。）の資格を有する者を追加するこ

ととしました。（第１条による改正後の別表第３関係） 

２ 滋賀県児童福祉法に基づく一時保護施設の設備および運営に関する基準を定める条例（令和７年滋賀県条例第４

号）の一部改正 

(1) 職員の資格要件について、保育士に地域限定保育士を含むこととしました。（第２条による改正後の別表関係） 

(2) 児童指導員の資格要件にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を追加することとしました。（第２

条による改正後の別表関係） 

３ 滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

（平成25年滋賀県条例第６号）の一部改正 

(1) 職員の資格要件について、保育士に地域限定保育士を含むこととしました。（第３条による改正後の別表第１

関係） 

(2) 乳児または幼児に対する健康診査が行われた場合であって、当該健康診査が通所の開始時等の健康診断の全部

または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部または一部を行わないことができることとしま

した。（第３条による改正後の別表第１関係） 

４ 滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例
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（平成25年滋賀県条例第７号）の一部改正 

(1) 職員の資格要件について、保育士に地域限定保育士を含むこととしました。（第４条による改正後の別表第１

関係） 

(2) 乳児または幼児に対する健康診査が行われた場合であって、当該健康診査が入所時等の健康診断の全部または

一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部または一部を行わないことができることとしました。

（第４条による改正後の別表第１関係） 

５ 滋賀県認定こども園の認定に関する条例（平成18年滋賀県条例第70号）の一部改正 

職員の資格要件について、保育士に地域限定保育士を含むこととしました。（第５条による改正後の付則関係） 

６ 滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども

園の設備および運営に関する基準を定める条例（平成26年滋賀県条例第72号）の一部改正 

(1) 園児の教育および保育に直接従事する職員の数に含まれる副園長および教頭の資格要件について、幼稚園の教

諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法第18条の28第２項に規定する地域限定保育士登録を受けた者を追加す

ることとしました。（第６条による改正後の別表関係） 

(2) 職員は、園児に対し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法

律第77号）第27条の２第１項各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしないことと

しました。（第６条による改正後の別表関係） 

７ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、１(3)および２(2)は、令和８年３月１日から施行

することとしました。 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例（条例第49号） 

１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の一部改正による

条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（条例第50号） 

１ 道路管理者以外の者が県道の自動車駐車場または特定車両停留施設に設けようとする自動車に燃料としての水素

を供給するための施設について、道路占用料の額を定めることとしました。（別表関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県建築基準条例の一部を改正する条例（条例第51号） 

１ 既存不適格建築物について、一定の範囲内で増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替をする場合におい

ては、崖に近接する建築物に対する制限に係る規定を適用しないこととしました。（第36条の３関係） 

２ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県水道用水供給条例の一部を改正する条例（条例第52号） 

１ 滋賀県水道用水供給事業の給水料金を算出する場合における使用料金の料率を使用水量１立方メートルにつき

37円30銭に改定することとしました。（第５条関係） 

２ この条例は、令和９年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第53号） 

１ 滋賀県モーターボート競走事業に地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の規定の全部を令和８年４月１日から

適用することとしました。（第２条関係） 

２ 滋賀県モーターボート競走事業の管理者として滋賀県びわこボートレース事業庁長を設置し、その権限に属する

事務を処理させるため滋賀県びわこボートレース事業庁を置くこととしました。（第４条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な調整規定を設けることとしました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(4) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 
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(5) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 
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